
  東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の 
減免に関する条例 

                   （平成２３年６月１３日条例第４号） 
               最終改正：平成２３年６月３０日条例第５号 
 （趣旨） 
第１条 東日本大震災（以下「大震災」という。）による被災者に対する福島県 
後期高齢者医療保険料（以下「保険料」という。）の減免については、福島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年条例第２

５号）の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。 
 （保険料の減免） 
第２条 福島県後期高齢者医療広域連合長（以下「広域連合長」という。）は、 
次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、当該各号に定めるところに

より、保険料を減免することができる。 
（１）平成２３年３月１１日に、東日本大震災に対処するための特別の財政援 
助及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号）第２条第３項に規定

する特定被災区域（以下「特定被災区域」という。）に住所を有していた者

のうち、大震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が居住す

る住宅に損害を受けたもの 同一世帯に属する被保険者の保険料額に、次

の表の左欄に掲げる損害程度の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じ

て得た額。ただし、被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）第

２条第２号ハに規定する長期避難世帯に属する者については、同表左欄に

掲げる損害程度にかかわらず、全部とする。 
損 害 程 度 減 免 割 合 

全壊 全部 
半壊（大規模半壊を含む。） ２分の１ 

備考 損害程度とは、り災証明書において証明された損害程度をいう。 
（２）平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者のうち、大 
震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤

な傷病を負ったもの 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部 
（３）平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者のうち、大 
震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である

もの 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部 
（４）平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者のうち、大

震災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その

減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額）



が前年の当該収入額の１０分の３以上であるもので、前年の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９

年政令第３１８号）第７条第１項に規定する他の所得と区分して計算され

る所得の金額（地方税法第３１４条の２第１項各号及び第２項の規定の適

用がある場合には、その適用前の金額）の合計額（以下「総所得金額等」

という。）が１，０００万円以下であるもの（前年の総所得金額等から、減

少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額（２以上ある場合

はその合計額）を控除して得た額が４００万円を超えるものを除く。） 被

保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯

に属する全ての被保険者につき算定した前年の総所得金額等に占める減少

することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額（２以上ある場合は

その合計額）の割合を乗じて得た額に、次の表の左欄に掲げる前年の総所

得金額等の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、

事業等の廃止又は失業による場合には、同表右欄に掲げる割合にかかわら

ず、全部とする。 
前 年 の 総 所 得 金 額 等 減 免 割 合 

３００万円以下であるとき。 全部 
３００万円を超え４００万円以下であるとき。 １０分の８ 
４００万円を超え５５０万円以下であるとき。 １０分の６ 
５５０万円を超え７５０万円以下であるとき。 １０分の４ 
７５０万円を超え１，０００万円以下であるとき。 １０分の２ 

（５）平成２３年３月１１日に特定被災区域に住所を有していた者のうち、そ 
の者の属する世帯の主たる生計維持者以外のもので、大震災により、その

行方が不明であるもの又は重篤な傷病を負ったもの 被保険者の保険料額

の全部 
（６）原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１５条第３ 
項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大

臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行なっているもの 被保険

者の保険料額の全部 
（７）原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定による計画的避難区域 
及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象

となっているもの 被保険者の保険料額の全部 
（８）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７条第８項の規定に

より設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算

線量が２０ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をい



う。）に居住しているため避難を行なっているもの 被保険者の保険料額の

全部 
（９）前各号に準ずる者として広域連合長が認めたもの それぞれ前各号に定 

めるところに準ずる保険料の減免額 
２ 前項の規定による減免は、平成２３年３月１１日から平成２４年３月末日

までの間に普通徴収の納期限が到来する平成２２年度の保険料額及び平成２

４年３月末日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別

徴収対象年金給付の支払日）（以下「納期限等」という。）が到来する平成２

３年度の保険料額を対象とするものとする。ただし、同項第３号又は第５号

に該当する者については平成２４年３月末日までの間においてその行方が明

らかとなった日の属する月の前月分までの保険料額を、同項第６号又は第７

号に該当する者についてはそれぞれの指示があった日の属する月分からの保

険料額（同項第６号に該当する者のうち平成２３年４月２２日に指示が解除

された地域に住所を有するものについては平成２３年６月分までの保険料

額）を、同項第８号に該当する者については通知があった日の属する月分か

らの保険料額を対象とする。 
 （減免の申請） 
第３条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方

法により保険料を徴収されている者については納期限前７日までに、特別徴

収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付

の直近の支払日の７日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなけれ

ばならない。 
（１）被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所 
（２）減免を受けようとする保険料 
（３）減免を必要とする理由 
 （減免の決定） 
第４条 広域連合長は、前条の申請書の提出があった場合には、速やかに調査

の上減免について決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知す

るものとする。 
 （減免事由の消滅） 
第５条 前条の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場 
合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。 
 （減免の取消し） 
第６条 広域連合長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受 
けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険料の減免の決定を



取り消すものとする。 
 （委任） 
第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （適用区分） 
２ この条例は、平成２３年３月１１日から平成２４年３月末日までの間に普

通徴収の納期限が到来する平成２２年度の保険料額及び平成２４年３月末日

までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金

給付の支払日）が到来する平成２３年度の保険料額に限り適用する。 
   附 則（平成２３年６月３０日条例第５号） 
 この条例は、公布の日から施行する。 


